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■Ⅰ.日本で就業可能な在留資格の紹介 3

高度な知識・

熟練した技術

高度

一般

就労ビザ関連 それ以外の在留資格

技術・人文知識・国際業務 等

技能実習
↓

育成就労 ※

特定活動（一部）

2019年4月に新設

特定技能 永住者、

日本人の配偶者等

●日本人と同様に

働くことが可能

留学

●週28時間の

制限有り

永住者型

●外国人が日本で就業可能となる在留資格

まずは、特定技能制度を説明する前に、外国人材が日本国内で働く事の出来る在留資格を紹介します。
在留資格の種類によって、日本で働ける期間や就業時間に制限がありますので覚えておくようにしましょう。

特定技能制度とは

日本の労働市場における人手不足は深刻化しており、経済・社会基盤の持続的な発展を阻害する可能性が出て
きているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な状況にある
産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
【今回ご紹介する航空分野も特定技能での就業は可能です】

●特定技能1号および2号について

※黄色い塗りつぶしは2024年3月に新たに追加
●【参考】特定技能における受入れ分野（16分野）

「特定技能」には、２種類の在留資格があります。「特定技能１号」は、特定産業分野に属する相当程度の
知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能２号」は、
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留資格 特定技能第1号 特定技能第2号

在留期間 上限5年 更新回数に制限なし

技能水準 試験等で確認 試験等で確認

日本語能力水準 試験等で確認 試験等での確認は不要

家族の帯同 不可 要件を満たせば可能 （配偶者・子）

受入れ機関、または登録支援機関による支援 対象 対象外

空港グランドハンドリング業務では国内労働者だけでは、
人材確保することが難しく、その背景からも特定技能制度は注目されております。

POINT

※技能実習は2027年を目途に、育成就労へ見直し予定
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●特定技能試験について

日本語能力試験

技能評価試験

日本語能力試験JLPT(N4以上)又は、 JFT-Basic国際交流基金日本語基礎テストA2相当以上への合格

筆記試験（概ね30問程度の〇×方式又は選択式）と実技試験（写真・イラスト等を用いた判断等試験）で
それぞれ正答率が65％以上【特定技能1号の場合】

特定技能制度の試験については①日本語能力と②技能評価試験の2種があり、
それぞれを定められている合格要件を満たす必要があります。

航空分野は「空港グランドハンドリング」と「整備」に分かれており、それぞれ違った技能評価試験と
なっておりますが、今回は「空港グランドハンドリング」の内容を紹介致します。

●空港グランドハンドリング業務の技能評価試験サンプル問題

●日本語能力試験JLPT（N4）サンプル問題

空港グランドハンドリング業務の試験日や会場については、日本航空技術協会（JAEA）の
ホームページにて紹介しております。（ https://exam.jaea.or.jp/）

日本語能力試験JLPTのその他サンプル問題は、日本語能力試験JLPTのホームページにて紹介しております。
（ https://www.jlpt.jp/samples/forlearners.html）

https://exam.jaea.or.jp/
https://www.jlpt.jp/samples/forlearners.html
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●試験合格から就業開始するまでのステップ

受入れ機関とは、特定技能所属機関とも呼ばれ、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業
主等のことです。受入れ機関は、雇用する外国人材と雇用契約（「特定技能雇用契約」）を結びます。

②日本に在留している場合（留学生等）

日本語試験・技能試験に合格

①海外から来日する場合（新規入国）

外国人材の募集・採用面接の実施

雇用契約の締結

事前ガイダンス＆健康診断受診＆支援計画の作成

在留資格の変更申請（※1）在留資格の交付申請（※1）

在留資格取得＆入国

生活オリエンテーションの実施＆口座や住民登録手続

就労開始

詳細はP14参照

詳細はP7参照

詳細はP10-11参照

詳細はP8参照

事業者対応（特定技能外国人支援）事業者対応（採用関連） 在留資格関連【色分けの定義】

受入れ機関（※2）として外国人材を雇用する場合には、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
また、特定技能制度の特徴の1つとして、受入れ機関は特定技能外国人に対して、
日本で生活するための各種支援を実施する必要があります。（ステップに記載の「支援計画の作成」）
具体的な内容はP7に記載致しますのでご確認ください。

就労後の受入れにおける詳細はP17-19を参照

【※2：受入れ機関とは】

ここでは、試験を合格した外国人材がどのようなステップで就業開始出来るのかご紹介します。
就業を開始するまでには大きく2つの流れがあり、①海外から、特定技能の在留資格をもって新規に日本で
就労する場合と、②日本国内で技能実習や留学といった別の在留資格を変更して就労する場合があります。
それぞれのパターンによって、ステップが若干異なりますので以下のステップを確認ください。

【※1：在留資格（交付・変更）における留意点】

在留資格の申請は、原則外国人本人が地方出入国在留管理局に対して行う必要がありますが、受入れ機関が地方局長から申請
等取次者として承認を受けた場合は、取次ぎが可能です。

(1)航空分野特定技能協議会への加入届もしくは変更届の提出
(2)試験実施機関（日本航空技術協会）へ合格証明書の発行申請(協議会加入後でなければ証明書の発行不可)

詳細はP8参照
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受入れ機関としての基準

（1）外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
⇒特定技能外国人の報酬や勤務時間等の労働条件が日本人と同等であること
（2）受入れ機関自体が健全・適切であること
⇒法令等を遵守し、「禁固以上の刑に罰せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
（3）外国人材を支援する体制があること
（4）外国人を支援する計画が適性であること

●特定技能外国人への支援計画について

受入れ機関としての義務

（1）外国人と結んだ雇用契約を履行すること
（2）外国人への支援を適切に実施すること
⇒支援については、登録支援機関に委託も可（登録支援機関についてはP9で説明）
（3）出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
（受入れ決定後は両機関に対して届出が必要になりますP10-11参照）

航空分野における受入れ機関に対して課す条件

（1）空港管理者により空港管理規則に基づく当該空港における構内営業承認等を受けた事業者
若しくは航空運送事業者であること

（2）国土交通省が設置する協議会に参加し、必要な協力を行うこと（協議会についてはP8で説明）
（3）国土交通省等が行う調査や指導に対し、必要な協力を行うこと
（4）１号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、上記（2）及び（3）の条件を

満たす登録支援機関に委託すること

✓ 特定技能外国人を雇用する際の留意点

・技能試験及び日本語試験の合格前に内定を出すことも可能です。
（基本的には各試験の合格後に雇用契約を締結するケースが一般的です）

・特定技能雇用契約を締結した上で、受験することも出来ますが、
各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。

特定技能外国人支援計画の作成

受入れ機関は、外国人材が特定技能での活動を安定的かつ円滑に行うことが出来るようにするための
職業上・日常生活上、社会生活上の支援を実施するとともに、支援計画を作成し、
当該計画に基づいた支援を実施する義務があります。

【支援計画の主な記載事項】

（1）支援責任者、支援担当者の氏名及び役職・連絡先等
（2）登録支援機関情報（登録支援機関に委託する場合）※
（3）次項に記載する10項目

※登録支援機関は特定技能制度を活用するうえでも重要な要素であるため、
「Ⅴ.登録支援機関の活用（P9）」で詳細を説明します。
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⑤公的手続等への同行 ☑必要に応じて市役所当での公的機関での手続（住民登録や税金対応）
への同行や書類作成のサポート

⑥日本語学習への機会提供
☑日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

⑦相談・苦情への対応
☑職場や生活上の相談・苦情等について、外国人材が十分に理解する
ことが出来る言語での対応、内容に応じて必要な助言や指導の実施

⑧日本人との交流促進
☑自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭りなどの
行事案内や参加の補助等

⑨転職支援
（人員整理等の場合）

☑受入側の都合により、雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、
推薦状の作成、求職活動を行うための休暇付与を実施

⑩定期的な面談
☑支援責任者や担当者が外国人材およびその上司と定期的に面談し、
（3カ月に1回以上）勤務状況等を確認

受入機関が実施する支援計画の作成および実施については義務的支援となっており必ず、対応しなければ
ならないので内容を把握できるようしましょう。また当該支援業務は登録支援機関に支援計画の全部または
一部を委託することが可能です。（この点も「Ⅴ.登録支援機関の活用（P9）」で詳細をご説明します。）

②出入国する際の送迎
☑入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
☑帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

③住居の確保
生活に必要な契約支援

☑社宅の貸与や連帯保証人としての対応
☑銀行口座の開設・携帯電話やライフライン（電気・ガス）の手続サポート

④生活オリエンテーション
☑円滑に社会生活を送れるよう日本のルールやマナー（ごみの分別など）、
公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などの説明

事前ガイダンスとは

在留資格の申請書類（在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請）の申請前に
雇用契約締結にあわせて、労働条件・業務内容・担当者情報・入国手続、保証金徴収の有無等について、
対面もしくはオンライン（テレビ電話等）で説明すること

①事前ガイダンス

事前ガイダンスでは上記の内容に加え、企業としての社風や特色を伝え、外国人材が安心して働けるよう説
明することが重要です。また労働条件として外国人材が気にする休暇に関する企業ルールも
共有してあげるようにしましょう。

POINT

-支援計画に記載する10項目-

☑上記記載の内容を参照
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分野別協議会について

特定技能制度の活用については、Ⅲで説明した受入れ機関としての基準・義務や、
支援計画以外にもいくつかの留意事項があります。Ⅳではその他の留意事項について説明致します。

特定技能外国人を受入れるすべての受入れ機関は、国土交通省航空局が設置する協議会の構成員になることが
求められます。協議会は、国土交通省航空局、受入れ機関、業界団体、その他関係省庁等で構成され、
各地域の事業者が特定技能外国人を受入れられるよう、制度や情報の周知、法令順守の啓発等を行います。

空港グランドハンドリングに係る協議会は、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課が
事務局となっております。加入手続の詳細や情報周知についてはホームページを参照ください
（https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html）

特定技能外国人受入の届出

受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁に対し、各種届出を随時又は定期に行わなければなりません。

【受入れ機関の届出】

●随時の届出

・特定技能雇用契約及び登録支援機関との支援委託契約に係る変更、終了，
新たな契約の締結に関する届出

・支援計画の変更に係る届出
・特定技能外国人の受入れ困難時の届出
・出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知った時の届出
・外国人を雇い入れた時または離職した時に氏名や在留資格等の情報を届出
（地方出入国在留管理局でなくハローワークに届け出ること）

●定期の届出

・特定技能外国人の受入れ状況や活動状況に関する届出
・支援計画の実施状況に関する届出

【登録支援機関の届出】

●随時の届出

・登録の申請事項の変更の届出
・支援業務の休廃止又は再開の届出

●定期の届出

・支援業務の実施状況等に関する届出

誤って虚偽の届出等してしまうと場合によっては指導・罰則の対象となってしまいます。
書類に不備が無いよう記入見本等も確認しながら、注意して作成しましょう。

POINT

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html
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登録支援機関について

登録支援機関とは、特定技能外国人の受入れにあたり、受入れ機関に代わって支援計画の作成や
支援を行う機関です。

受入れ機関は、さきに説明した通り特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが、
当該支援業務については、登録支援機関に支援計画の全部又は一部を委託することもできます。

登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたもの
とみなされます。（登録支援機関は、委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません）

登録支援機関を活用する場合は、業務委託のための契約を結び、出入国在留管理庁長官の登録を
受ける必要があります。

登録支援機関の義務

図のとおり、登録支援機関は受入れ機関に代わって支援を実施するため、受入れ機関同様に義務があります。

（１）外国人への支援を適切に実施すること
（２）出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

登録を受けた機関は、「登録支援機関登録簿」に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載
されるため、以下のサイトで登録支援機関を確認することも可能です。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00205.html

すでに特定技能外国人を活用している多くのグランドハンドリング事業者が登録支援機関を
活用しております。支援計画の作成だけでなく、実際の支援対応も実施してくれるため、活用することで
円滑な特定技能外国人の受入れが推進出来ます。

POINT

支援内容にある「住環境の整備」は外国人を受け入れてくれる不動産会社の選定や交渉も必要になります。
登録支援機関を活用することで機関のネットワークを活かしたサポートを受けることも出来ます。

POINT

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00205.html
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外国人材の方が特定技能の在留資格の許可を受ける場合には、次の書類が必要となります。

● 在留資格許可申請書（受入れ機関・外国人材それぞれが作成します）
● 技能水準・日本語能力水準に関する書類
● 労働条件に関する書類
● 特定技能外国人の支援計画に関する書類
● 会社概要資料・保険・税金に関する書類

特定技能外国人の在留関連の申請書・記載例は出入国在留管理庁のホームページで案内しております
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html

在留資格申請はオンラインによる申請も可能です。状況に応じてオンラインも活用しましょう
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html

※在留資格の申請は新規で申請する場合（在留資格認定証明書交付申請）と変更で申請する場合
（在留資格変更許可申請）によって申請様式が異なりますので注意して申請するようしましょう

在留資格の申請は現状多くの外国人材が手続きをしているため、審査が完了するまで一定の期間を見込む
必要があります。就業開始出来るタイミングを判断するため、余裕をもって申請出来るようしましょう。

POINT

出入国在留管理庁では、四半期に一度在留審査処理にかかる平均日数を公表しております。
以下のホームページを参考に事前に平均日数を確認して対応できるようにしましょう。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html

エリア別問合せ先

外国人在留総合
インフォメーションセンター

出入国在留管理庁では、
入国手続や在留手続等に関する各
種の問合せに応じるため、
窓口を設置しています。

上記のエリア別出入国在留管理庁
とあわせてこちらの窓口も
活用しましょう。

電話番号：0570-013904
（平日 8: 30～17 : 15）

メールアドレス：
info-tokyo@i.moj.go.jp

官署名 住所 連絡先

法務省出入国在留管理庁　総務課広報係 東京都千代田区霞が関1-1-1
03-3580-4111

（内線：2737）

札幌出入国在留管理局　総務課
北海道札幌市中央区大通西12

札幌第三合同庁舎
011-261-7502

仙台出入国在留管理局　総務課
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20

仙台第二法務合同庁舎
022-256-6076

東京出入国在留管理局　総務課 東京都港区港南5-5-30 03-5796-7250

東京出入国在留管理局　横浜支局総務課 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7 045-769-1720

名古屋出入国在留管理局

受入れ・共生関係　審査管理部門

在留資格「特定技能」関係　就労審査第二部門

愛知県名古屋市港区正保町5-18

審査管理部門

052-559-2112

就労管理部門

052-559-2114

大阪出入国在留管理局　総務課 大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53 06-4703-6377（代）

大阪出入国在留管理局　神戸支局総務課
兵庫県神戸市中央区海岸通29

神戸地方合同庁舎
078-391-6377

広島出入国在留管理局　就労・永住審査部門
広島県広島市中区上八丁堀2-31

広島法務総合庁舎内
082-221-4412（代）

高松出入国在留管理局　総務課
香川県高松市丸の内1-1

高松法務合同庁舎
087-822-5852

福岡出入国在留管理局　総務課
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25

福岡第一法務総合庁舎
092-717-5420

福岡出入国在留管理局　那覇支局審査部門
沖縄県那覇市樋川1-15-15

那覇第一地方合同庁舎
098-832-4186

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/index.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html
mailto:info-tokyo@i.moj.go.jp


■Ⅵ.在留資格申請に必要な書類手続き 11
P5で説明したとおり、在留資格の申請は新規での交付と変更によって、手続きする書類が異なります。
出入国在留管理庁のホームページにて、申請フォーマットおよび記載例がダウンロードできますので
以下リンクを参照ください。

【在留資格申請書類のリンク一覧】

①在留資格認定証明書交付申請書の記載例 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004320.pdf

②在留資格認定証明書交付申請書の申請フォーマット https://www.moj.go.jp/isa/content/930003872.pdf

③在留資格変更許可申請書の記載例 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004322.pdf

④在留資格変更許可申請書の申請フォーマット https://www.moj.go.jp/isa/content/930003874.pdf

申請フォーマットイメージ
（参考画像は「在留資格認定証明書交付申請書」）

https://www.moj.go.jp/isa/content/930004320.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930003872.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004322.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930003874.pdf


■採用編

Ⅰ.外国人材と働くための心構え

Ⅱ.募集・面談時の対応

Ⅲ.受入前の準備・対応（チェックシートの活用）

12



■Ⅰ.外国人材と働くための心構え 13
外国人材と働くための心構えを企業として準備することも重要です。
以下に受入れ前の理解すべきポイントを記載致します

❶企業として日本人従業員と同様に外国人材を従業員として受け入れる

❷外国人材は“単なる労働力”として捉えないよう理解する

❸国が違えば、文化・風習も異なるという「異文化」を理解する

❹外国人の正しい受入れを実現すべく、制度を知識として理解する

外国人材も日本で働くことに期待しながらも、知り合いもいない知らない土地で働くことに大きな不安を
感じています。まずは少しでも不安を払拭できるよう、積極的なコミュニケーションと企業として歓迎する
ことを心がけましょう

POINT

●入社前と入社後にギャップを感じさせないための対応

外国人材も日本人同様に入社前と入社後にギャップを感じることで早期の離職や、本人たちの
モチベーション低下にもつながってしまします。
さきに説明した事前ガイダンスや面接時には、正確な労働条件や魅力を伝えてあげるようにしましょう。

正確な労働条件 魅力につながる訴求

ギャップを感じさせないための対応は本人への影響だけでなく、その外国人材からの友人紹介等の評価にも
大きく影響いたします。こういった将来を見据えた対応がより効果的な外国人材活用へと導きます。

POINT

・業務内容詳細・職場環境
・社風・就業場所へのアクセス
・業務場所の気候や環境
・給与や休暇、福利厚生について
・企業としてのアピールポイント
・会社概要 等

・業績の評価制度
・キャリアパス
・地域としての特徴
・休日の過ごし方
・教育/サポート体制
・身につくスキル
・近隣施設の情報 等

※正確な労働条件だけでなく魅力につながる訴求の双方を説明することが重要です

【伝える際の具体例】

・社宅の近隣はスーパーが徒歩5分のところになりドラックストアが徒歩10分のところにあります
（この際に坂道が多いといったようなリアルな情報もあわせて説明）
・社宅の地域はお好み焼きという日本料理が有名で、小麦粉やキャベツを使って作る料理です

（言葉だけでは伝わらない場合もあるので写真等のビジュアルで伝えられると尚良いです）



■Ⅱ.募集・面談時の対応 14
●特定技能制度における募集について

受入れ機関は直接採用活動を行うか、職業紹介機関（送り出し機関）を活用し、採用活動を実施します。
国内に在留する外国人材の採用であれば、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。

また、出入国在留管理庁では「特定技能制度」で就労を希望する外国人と、特定技能外国人の雇用を希望する
企業に対するマッチング支援として、随時国内マッチングイベントを開催しています。

【出入国在留管理庁が主催するイベント情報】 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/matching.html

また、航空分野では日本航空技術協会にて「特定技能外国人の雇用を希望する企業情報」の公開も
実施しておりますので希望される企業は情報掲載することが可能です https://exam.jaea.or.jp/?page_id=30

※情報掲載を希望する場合は国土交通省航空局航空ネットワーク部ネットワーク企画課へお問合せください

採用活動には様々な手法がありますが、初回の受入時は自社だけでの対応では苦戦することもあるので
まずは登録支援機関や送り出し機関に相談しながらそこからの人材紹介も視野にいれて対応しましょう

POINT

●外国人材の面接対応について

【日本語コミュニケーション能力の確認】
特定技能外国人の場合、日本語能力試験に合格してはいますが試験だけでは実際のコミュニケーション
能力は測れないため、面接時に確認するようにしましょう。
また言語能力は読み・書きによって個人差もあるため、双方に企業としての基準を作り、本人たちのスキル
が可視化できるような体制を作ります

上記のようにコミュニケーション能力を可視化することによって、今後の日本語教育における指導ポイント
の明確化等につながっていきます

POINT

【その他面接における工夫】
①質問事項は事前にリストアップしておき、可能であれば事前に外国人材へ共有
②職場や周辺環境に関する情報共有は写真や動画も活用し「視覚的」に伝える
③面接を担当する方も「やさしい日本語」を意識し、外国人材に伝わる日本語を理解する

※やさしい日本語に関するガイドラインは出入国在留管理庁のホームページでも掲載してますので
参考にしてください。（https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html）

＜日本語会話能力＞ ＜日本語読書能力＞

５ 自然な受け答え/ネイティブレベル ５
優れている。書籍等で私用される文法、
語彙力等の理解力がある

４
割と自然な受け答え。
苦にならないがイントネーションが気になる。

４ 日常に問題ないレベル

３ 意思疎通はできるが、文法誤りなどあり ３
日常的に私用する読み書き、語彙力を有する。
文法に誤りあり

２ あいさつや簡単な日常会話程度 ２
簡単な文章程度。単語間違いで意味を形成できない
等あり

１ 意思疎通が困難 １ 意思疎通が困難

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/matching.html
https://exam.jaea.or.jp/?page_id=30
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html


■Ⅲ.受入前の準備・対応（チェックシートの活用） 15
ここまでの説明で特定技能制度の概要、募集・採用における留意点、特定技能制度での申請書類について
説明してきました。次に受入れ前の準備について説明します。
特定技能制度ではさきに説明したとおり、支援計画を作成し運用していく、担当者等を選定するといった制度な
らではの対応も必要なため、受入のための準備状況を可視化するチェックシートを作成するのがおすすめです。

参考資料：受入れ準備状況チェックシート

対応

状況
№

実施

可否

対応

予定日
担当者 内容（実施方法、実施頻度など） 備考

1

推奨 1－1 日報・作業報告書 〇 2023/9/30 □□

・報告書のフォーマットを作成（当日の業務内容・

覚えたこと・難しかったこと）

・毎日業務終了後に書く時間を取る

・教育担当者が確認してコメント記載や、日本語の

添削などを対応

・週1で現場責任者も確認する

＜目的＞日本語能力の向上

①記入内容の添削をしてあげると、日本語能力の向上にも役立

つ

②負担が集中しないよう、教育担当以外の方も含めてより多くの

方で対応するのも良いです。

＜例＞

・仕事内容の報告、仕事の気付きや不明点、感想等を記入

・確認者は、内容の確認、対応とともに日本語の添削を行う

＜実施時期＞

入国後～

必須 1－2 内定者定期面談（内定から入国まで） 〇
8月1日~

9月30日

□□

△△

・教育担当者と現場社員１人が参加

・方法：Zoom

・１回１時間

・頻度：月２回

・1回目：自己紹介、会社の紹介、仕事の紹介、

雑談（趣味、好きな食べ物）

・2回目：地域の紹介、食べ物の紹介

・3回目：住居の紹介

※詳細は、別途＜内定者定期面談＞資料をご参照ください。

＜目的＞

①関係性の構築②リアリティショックの抑止③日本語能力の維

持、向上

＜例＞

・方法：Zoom、もしくはteams

・月２回程度、１回30分~１時間程度（目安）

・参加者：内定者全員、教育担当者や既存社員

＜実施時期＞

内定受諾後から入国するまでの間

推奨 1－3 外国人材の日本語の継続学習 〇 2023/9/30 △△ ・入国するまでに日本語学習の教材を用意する

<目的>日本語能力の向上

＜例＞

・日本語能力の目標設定※参考URL①

・市町村で実施している外国人向けの日本語教室に参加させる

・日本語の教材を提供する

＜実施時期＞

入国後～

項目

日本語学習のサポート

参考資料のように日本語教育・生活サポート等の大分類に合わせて対応する項目を記載。
企業としての対応方法と予定日を記載することで一元的な管理が可能です。

（登録支援機関に委託する場合も、同様にチェックシート内にその旨を記載することで分担して
対応する場合も確認がしやすくなります）

●生活環境の受入準備について

生活環境の準備も受入チェックシートにて管理が必要ですが住環境の準備については、外国人材側も
重要視することが多いので以下のリストも是非参考にしてください。
●これらの資料はすべて厚生労働省のホームページよるダウンロードが可能です
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/index_00008.html

参考資料：生活備品準備リスト 参考資料：住居物件選定の注意点

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/index_00008.html


■実践編

Ⅰ.外国人材との関係性構築

Ⅱ.日本語や業務研修を実施するうえでの工夫

Ⅲ.業務上必要になる車両免許について

Ⅳ.（付録）行政サポートの活用

Ⅴ.（付録）空港グランドハンドリング用語集

Ⅵ.（付録）特定技能制度説明用リーフレット
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■Ⅰ.外国人材との関係性構築 17
ここからは実際の特定技能外国人を雇用した後の関係性を構築するために、すでに企業が実施している
事例についてご紹介致します。実際に特定技能外国人を受け入れたあとの交流の一環として参考にしてください。

積極的な社内交流会の実施や地域交流の実施

【取組事例紹介】

当該事業者は技能実習生や特定技能外国人を受け入れており、外国人雇用の成功には外国人雇用を企業文化と
して浸透させることが重要と考え、積極的に外国人従業員と日本人従業員が交流できる場を醸成している。
入社が決定した従業員へは新入生歓迎会の実施と本人や本人の両親が希望する場合はオンラインにて
両親との顔合わせや企業紹介を実施している。また定期的に社内パーティーを実施し、
日本料理や外国人従業員の母国料理を振る舞い、お互いの文化に関する理解も深めている。
こういった積極的な交流機会を醸成することで、離職率の低減や日本語上達にも寄与している。

日本文化の発信・体験から国内での長期的な就業意欲を醸成する取組

【取組事例紹介】

当該事業者は地方ということもあり、従業員確保に苦戦した中、外国人材の活用に取組はじめた。
当初、採用を実施しても長期の就業を事業者側が希望していても本人からの申し入れによる離職も
多かったことから何か社内で出来る取組を検討しよう考えた。
こまめな従業員相談会の実施に加え、生け花や茶道といった日本の伝統文化の体験や、地域の
伝統工芸品の紹介機会を作り、外国人従業員が日本や居住地域を好きになってもらう環境作りに
取り組んでいる。現在では一定の成果が出てきており、外国人従業員からのリファラル（友人紹介）
増加にもつながっている。

従業員が自ら自習しやすくするための教育環境や体制の整備

【取組事例紹介】

中小企業ということもあり、外国人材を受け入れ始めたが本人達の教育や生活支援にかける
時間や人員を中々さけずにいた。
また業務についても専門用語も多く、業務習熟度が思うように向上しないことも課題であった。
そこで日本語能力の向上と生活も含めた本人達の本音を聞き出せるように、
外国人従業員との「交換日記」を実施。面談にて実施していた際より、
本人達も本音が伝えやすくなったことで就業や生活上でのトラブルを回避することにもつながっている。

あくまで一部の関係性構築に向けた取組事例であるが、
記載のとおり企業の規模や地方企業であっても積極的に取り組んでいる企業はたくさんあります。
まずは企業の中で恒常的に取り組める施策から実施していきましょう。

POINT

❶異文化を受け入れる ❷交流する文化を作る
❸日本での生活を好き

になってもらう

関係性構築における取組で意識するポイント



■Ⅱ.日本語や業務研修を実施するうえでの工夫 18
入社後はⅠで説明した通り、関係性を構築することも重要ですが、座学やOJTを通じていかに早期に
職場環境に慣れ、業務を一人称で対応できるかが企業にとっても重要な要素になります。
こちらのパートでは、日本語教育に関する基本的な考え方と、業務研修における工夫を説明致します。

●日本語教育について

支援計画にもある通り、特定技能外国人には日本語教育は必須であり、早期に職場環境や業務に従事するうえで
も日本語教育に企業として取り組むことも重要となります。
しかしながら、日頃の業務研修を実施していく中、限られた時間では日本語教育へ重点的に取り組めない事実も
一方であると思います。今回はより効率的に日本語教育を進めていくためのポイントを説明致します。

❶ 地方自治体の国際交流協会が主催する「日本語教室」の活用

自社での日本語教育だけでなく地方自治体が実施している「日本語教室」を活用するのも一案です。
ボランティア講師の方による座学や日本語スピーチによる実践的な練習まで実施しており、
企業で取り組む日本語教育の習熟度を加速する形で対応が出来ます。
（※開催の有無や頻度は自治体によって異なるため、所轄の自治体にて確認ください）

❷ 本人達の自習を促す企業とのしての働きかけ

特定技能外国人を推進出来ている企業からのコメントとして、企業としての取組を推進していても本人達が
自習的に学習する環境を醸成していかないと日本語能力の向上が見込めないことも明らかになっています。
教材の手配や課題提出形式の学習も取り入れることによって本人が自習に取り組める
環境を作っていくことにも心がけましょう。

●業務研修（他教育支援含む）での対応に関する工夫

業務研修については、管理空港会社やエアラインによって業務オペレーションも異なるため、定型的な研修を
実施するのが難しい状況にあると思います。よって業務上、特定技能外国人の習熟度向上に寄与出来うる研修に
おける工夫やツールの活用について御紹介いたします。

【工夫ポイント①】
・動画や写真を活用した視覚的に理解できる研修マニュアルの構築

【工夫ポイント②】
・外国人従業員同士のコミュニティの活性化（外国人コミュニティ内での自習教育の醸成）

名称 読み方 意味 日本語読み

aggage （BAG） バゲージ 手荷物 ばげーじ

priority baggage （B/P） ビー・ピー（プライオリティバゲージ） 優先手荷物 びーぴー

connection  baggage （CONX） コネクションバゲージ 乗り継ぎ手荷物 こねくしょん　ばげーじ

cargo  （CGO） カーゴ 貨物 かーご

pax （PAX） パックス お客様 ばっくす

remain リメイン 残り りめいん

door side（D/S） ドアサイド カーゴドアの付近に置く手荷物。ベビーストローラー、車イスなど どあさいど

Loading sheet（L/D）　 L/Dシート ローディングシート（搭載確認書） ろーでぃんぐ　しーと

wheelchair（WCH） ホイールチェアー 車イス ほいーるちぇあ

ship シップ 航空機 しっぷ

crew クルー キャプテン・コーパイ・CA くるー

show/up ショーアップ 出発クルーやPAXが到着 しょーあっぷ

chock チョーク 車輪止め ちょーく

run way ランウェイ 航空機が離着陸を行うための滑走路 らん　うぇい

turn around time ターンアラウンドタイム 飛行機が到着してから出発する迄の便間 たーん　あらうんど　たいむ

spot スポット 駐機場 すぽっと

block in time （B/I） ブロックインタイム 飛行機がスポットに入った時間 ぶろっく　いん　たいむ

bolck out time （B/O） ブロックアウトタイム 飛行機がスポットを離れた時間 ぶろっく　あうと　たいむ

all station オールステーション 各部署 おーる　すてーしょん

gas/up ガスアップ 燃料補給 がす　あっぷ

anti-collision アンチコリジョンライト（アンコリ） 飛行機の衝突防止灯 あんちこりじょんらいと(あんこり)

assignment アサイン 自分の役割ポジション あさいん

maintenance メンテナンス 修理 めんてなんす

boarding ボーディング 搭乗 ぼーでぃんぐ

【参考】定型研修マニュアルの活用

①異文化研修 ②内定後対応 ③グラハン基礎用語集

※①②についてはP15で共有した厚生労働省ホームページにてあわせてダウンロードが可能です。
③については当マニュアルの付録としてＰ21に記載しておりますので参照ください。



■Ⅲ.業務上必要になる車両免許について 19
空港の制限区域内の走行には、「日本の公道を走行できる運転免許」が必要であるため、ジュネーブ条約締結国
における国際免許以外には日本の普通運転免許が必要とされています。

日本の免許取得に向けて特定技能外国人をすでに雇用している企業では、免許取得をサポートする取組を実施し
ている事例もあります。また日本の免許取得以外にも、「母国免許の保有を条件に一部の試験免除が認められて
いる外免切替」を推進することも企業の事例から重要であると考えます。

※ジュネーブ条約締結国で国際免許が適用できる諸国は以下警察庁ホームページを参照ください。

■ジュネーブ条約締約国一覧
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html

【参考】外免切替とは

外免切替とは、有効な外国の運転免許証を持っており、かつ資格を満たしていれば日本でも、
車両などの運転免許試験を一部免除して受験できるようになる手続き

【参考】定型研修マニュアルの活用

●外免切替適用時では図表の通り
適正試験後の知識や技能における
試験が免除させる形となります

●先進している特定技能外国人雇用企業における免許取得に関する取組

説明のとおり特定技能外国人を推進出来ている企業でも、国際免許取得者・外免切替にて対応している
現状ではあるが、国内免許取得を推進している企業は下記のような取組を実施しております。
今後の取組推進において、先進的な事例も是非参照ください。

①日本の交通ルールを中心に外国人材にわかりやすくするための動画作成
②免許試験の座学に出題される問題を対策するマニュアルの作成
③早期での免許取得に向けた「免許合宿」の活用
④実技試験に対策を目的とした社内実車訓練場の準備・訓練実施

運転免許センターの試験コースを練習場として貸し出しているケースもあります（車両貸し出しも有り）
（所轄の免許センターによって運用方法が異なるため、詳細は窓口へお問合せください）

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html


■Ⅳ.（付録）行政サポートの活用 20
ここまで特定技能外国人の受入れに向けた内容を説明してきました。
最後に行政が実施している受入れに対するサポート内容の事例をご紹介させて頂きます。
サポートに関しては恒常的に実施しているわけではないため、あくまで事例として確認頂き、
受入れの際に活用出来るものがあるかは所轄の地方自治体等のホームページをご確認ください。

事例1：空港業務体制強化支援事業（人材育成の推進）

【補助金の内容】 航空・空港関連事業者による人材育成の推進に要する経費

・研修会場やPC・Wi-Fi等機器のレンタル（教育・訓練環境整備）
・座学研修を行うためのテキスト等の教材の購入（教育・訓練環境整備）
・社外講師への委託契約（専門スキル開発促進）
・大型特殊車両等の免許取得（専門スキル修得）

事例2：特定技能外国人受入モデル企業支援事業補助金

【補助金の内容】 特定技能外国人の円滑な受入や職場定着に必要な環境整備に要する経費

・技能試験対策・日本語教育にかかる経費
・地域との交流や体験に関する経費
・在留資格申請、支援計画の書類手続きや組織体制整備に係る経費
・住環境の整備に係る経費

事例3：外国人居住サポーター制度

外国人の民間貸借住宅等への住居を積極的に仲介・支援している団体や不動産店を
「外国人居住サポーター」として登録してもらい、相談を受け付けているサポート
専用のホームページにてサポーターの情報を公開もしている。

事例4：外国人材電動アシスト付自転車購入支援事業補助金

【補助金の内容】 要件を満たす電動アシスト付自転車の購入に要する費用

●外国人材が免許を取得する際には一定の期間を要するため、取得までの通勤や私生活に係る
移動手段として用意する自転車の購入を補助する補助金



■Ⅳ.（付録）空港グランドハンドリング用語集 21
名称（めいしょう） 読（よ）み方（かた） 日本語読（にほんごよ）み 意味（いみ）

Baggage （BAG） バゲージ ばげーじ 手荷物（てにもつ）

priority baggage （B/P） ビー・ピー（プライオリティバゲージ）
びーぴー（ぷらいおりてぃばげー

じ）
優先手荷物（ゆうせんてにもつ）

connection  baggage （CONX） コネクションバゲージ こねくしょん　ばげーじ 乗（の）り継（つ）ぎ手荷物（てにもつ）

cargo  （CGO） カーゴ かーご 貨物（かもつ）

pax （PAX） パックス ばっくす お客様（きゃくさま）

remain リメイン りめいん 残（のこ）り

door side（D/S） ドアサイド どあさいど

カーゴドア（かーごどあ）の付近（ふきん）に置

（お）く手荷物（てにもつ）。ベビーストローラー

（べすとろーらー）、車（くるま）イス（いす）な

ど

Loading sheet（L/D）　 L/Dシート ろーでぃんぐ　しーと
ローディングシート（ろーでぃんぐしーと）（搭載

確認書（とうさいかくにんしょ））

wheelchair（WCH） ホイールチェアー ほいーるちぇあ 車（くるま）イス（いす）

ship シップ しっぷ 航空機（こうくうき）

crew クルー くるー
キャプテン（きゃぷてん）・コーパイ（こーぱ

い）・CA（しーえー）

show/up ショーアップ しょーあっぷ
出発（しゅっぱつ）クルーやPAXが

到着（とうちゃく）

chock チョーク ちょーく 車輪止（しゃりんど）め

run way ランウェイ らん　うぇい
航空機（こうくうき）が離着陸（りはっちゃく）を

行（おこな）うための滑走路（かっそうろ）

turn around time ターンアラウンドタイム たーん　あらうんど　たいむ
飛行機（ひこうき）が到着（とうちゃく）してから

出発（しゅっぱつ）する迄（まで）の便間（べんか

spot スポット すぽっと 駐機場（ちゅうきじょう）

block in time （B/I） ブロックインタイム ぶろっく　いん　たいむ
飛行機（ひこうき）がスポット（すぽっと）に入

（はい）った時間（じかん）

bolck out time （B/O） ブロックアウトタイム ぶろっく　あうと　たいむ
飛行機（ひこうき）がスポット（すぽっと）を離

（はな）れた時間（じかん）

all station オールステーション おーる　すてーしょん 各部署（かくぶしょ）

gas/up ガスアップ がす　あっぷ 燃料補給（ねんりょうほきゅう）

anti-collision アンチコリジョンライト（アンコリ）
あんちこりじょんらいと(あんこ

り)

飛行機（ひこうき）の衝突防止灯（しょうとつぼう

しとう）

assignment アサイン あさいん
自分（じぶん）の役割（やくわり）ポジション（ぽ

じしょん）

maintenance メンテナンス めんてなんす 修理（しゅうり）

boarding ボーディング ぼーでぃんぐ 搭乗（とうじょう）

ground turn back(GTB) ジーティービー じーてぃーびー
地上滑走（ちじょうかっそう）する航空機（こうく

うき）がスポットに帰還（きかん）すること

air turn back(ATB) エーティービー えーてぃーびー
飛行（ひこう）する航空機（こうくうき）が出発空

港（しゅっぱつくうこう）に戻（もど）ること

divert(DIV) ダイバート だいはーど

航空機（こうくうき）が目的地（もくてきち）に着

陸（ちゃくりく）できず、代替空港（だいたいくう

こう）に着陸（ちゃくりく）すること

PBB ピービービー ぴーびーびー 搭乗橋（とうじょうばし）

cabin キャビン きゃびん 機内（きない）

final ファイナル ふぁいなる
航空機到着（こうくうきちゃくりく）

5分前（ふんまえ）

STA Scheduled time of arrival
すけじゅーるど　たいむ　おぶ

あらいばる

時刻表（じこくひょう）に記載（きさい）される時

間（じかん）。

ETA Estimated Time of Arrival
えすてぃめいてぃっと　たいむ

おぶ　あらいばる

実際（じっさい）に航空機（こうくうき）が他空港

（たくうこう）を出発（しゅっぱつ）し、空港（く

うこう）に到着（とうちゃく）する見積（みつ）も

り時間（じかん）。

ATA Actual time of arrival
あくちゅある　たいむ　おぶ　あ

らいばる

実際（じっさい）に飛行機（ひこうき）が到着（と

うちゃく）した時間（じかん）。



■Ⅴ.（付録）特定技能制度説明用リーフレット 22
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